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平平成１１９９年年度  教教育目目標  
  

 

基本理念 
 

豊かな心と創造力を培い、自ら行動し、喜びと希望を分かち合う 
佐倉の教育の実現 
 

      
めざすべき佐倉市民像 

 

・佐倉に誇りと愛着を持つ人 
・自ら考え、進んで行動する人 
・豊かな心と創造力に富む人 
 

 
基本方針 

 

・市民参加の体制整備を進め、地域の教育力の向上をめざす 
・豊かな心と学ぶ喜びに満ちた学校教育をめざす 
・郷土に愛着を持ち、進取の精神による新たな創造をめざす 
・コミュニティの育成と健康づくりを進め、心と体の健康をめざす 
 

 
 
平成１８年度施策の主な成果 
 

 
１．学校教育においては、市内全小中学校での「佐倉学」の取り組みが推進され、

特に堀田正睦公をはじめとする郷土の先覚者の生き方から「好学進取」の気風

を学ぶことができました。また、社会教育では、「佐倉学」総合講座の開催や

佐倉学推薦図書の選定などにより、市民の方々に郷土佐倉を学ぶ機会の充実を

図り、「佐倉学」の普及を促進することができました。 
 
２．児童生徒の安全を守る「アイアイプロジェクト」活動に協力していただいてい

る地域の方々、保護者などを集めた「佐倉市スクールガードアイアイプロジェ

クトフォーラム」を開催しました。このフォーラムに学校関係者のみならず多

くの方々が参加されたことで、今後はより一層この活動が充実するとともに、

学校、保護者、地域の連携がさらに強まり、地域の教育力の向上が期待されま

す。 
 
３．１１月１６日の「佐倉市教育の日」を中心に市民学習発表会、児童生徒科学作

品展、楽しい科学教室「ロボット講座」などの教育関連行事を開催し、市民の

方々が教育について、関心を持って考える機会を提供することができました。 
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４．教職員研修の内容を充実するとともに、指導主事等による学校訪問指導を行うこと

で、教職員の指導力の向上を図り、児童生徒の学力向上に資するよう努めました。 
 
５． さくらスポーツフェスティバルをはじめ、気功ヨガ教室、エアロビクス教室など
の健康づくり教室を開催することで、市民のスポーツや健康・体力づくりへの関心

を高めるとともに、健康づくりに取り組む機会や場を提供することができました。 
 
６． 学校給食を教科等と関連づけて食に関する指導を充実させ、家庭や地域とも連携
した食育の推進を図りました。 

 
 
『佐倉教育ビジョン』に掲げた前期４年間の教育施策の取り組みが終わりました。

平成１５年度から始まった『佐倉教育ビジョン推進計画』に位置づけられた各事業
は、おおむね順調に進捗しているものと判断しています。今後は、平成１９年度か
ら始まる後期の『佐倉教育ビジョン推進計画』に位置づけた各事業を着実に実施す
ることで、『佐倉教育ビジョン』に定めた基本理念の実現に努めていきます。 

 
 
平成１９年度施策の重点項目 
 
 
第１章 あなたが主役、魅力ある佐倉づくり 
・佐倉の教育への関心と学習意識を一層高める。 

 
第２章 みんなの力を、地域の教育力へ 
・学校を中心として地域の教育力の向上を図る。 

・地域の人づくりをめざした公民館活動の充実を図る。 

・学校や地域などと連携した家庭教育の充実を図る。 

 
第３章 子どもたちが生き生き育つ学校教育 
・基礎学力と学習意欲を高める取り組みを推進する。 

・体力向上のための取り組みを推進する。 

・道徳的実践力を高める取り組みを推進する。 

・「佐倉学」をとおして「好学進取」の気風を育てる取り組みを推進する。 

・学校、家庭、地域の連携を図る取り組みを推進する。 

・指導方法の改善と指導力の向上を図る教職員研修を充実する。 

 
第４章 佐倉の恵み再発見、学び舎佐倉 
・市民への「佐倉学」の普及、促進を図る。 

・“佐倉ならでは”の文化財や文化資産等の保全、活用、周知を図る。 

 
第５章 ともにひろげよう、ふれあい・健康づくりの輪 
・学校給食を活かした子どもたちへの食育の推進を図る。 

・スポーツの競技力向上と健康・体力づくりの推進を図る。 
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３３－－１１  教教育ビビジョンにに基基づづく施施策のの内内容  
 

第第１章 あなたが主役、魅力ある佐倉づくり 

これからの佐倉の教育を市民の皆さんとともに進めていくため、本市の教育の現状や課題、

各教育施策のねらいや方向性などについて理解していただき、明日の佐倉の教育がより充実

するよう、いっしょに考え、話し合い、行動する機会や場を提供していきます。 

本年度も、「佐倉市教育の日」を中心に各学校と連携した教育懇話会や児童生徒・市民の

学習成果の発表を行う市民学習発表会などを１１月に開催します。こうした事業の内容をさ

らに充実させ魅力あるものにしていくことで、市民の方々の教育に対する関心をさらに高め

ていけるよう努めていきます。 
 

● 教育に関する市民参加の促進 

・市民が佐倉の教育について理解を深めることができるよう、教育に関する意見交換や

市民の学習成果を発表する場などを設け、市民の教育に関する関心や学習意識を高め

ます。 
＊市民との教育懇話会の開催 

＊市民学習発表会の開催 

＊佐倉市教育センター等研究発表会の開催 

・各種教育活動内容の充実を図るため、各分野における人材情報の収集ならびに有効活

用に向けての調査、研究を進めます。 
＊優れた人材活用に向けた調査、研究 

・市のホームページや『こうほう佐倉』をはじめとする各種情報提供誌等を活用し、教

育に関する情報提供の一層の推進を図ります。 
 
● 指導者や各種教育活動団体の育成、支援 

・文化団体やスポーツ団体等の主体的な活動を支援し、その育成を図ります。 
＊文化団体連絡協議会などの芸術文化団体の支援 
＊佐倉市体育協会の育成、支援 
＊社会体育指導委員の育成、支援 
＊スポーツ少年団やスポーツＮＰOの活動支援 

・各公民館による団体育成、人材育成事業の推進や各図書館によるボランティア養成講

座などの開催や講師の派遣により、指導者や教育活動団体の育成、支援を図ります。 
 
● 教育における情報ネットワークの高度化 

・ホームページ等を利用して、スポーツ施設の予約や各種スポーツ情報などが公開でき

るシステムの構築に向けての準備を進めます。 
・図書貸し出しサービスの充実により利便性を高め、市民の読書活動がさらに活発にな

るよう努めます。 

＊インターネットや利用者用パソコンからの予約受付・蔵書確認 
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＊有料宅配サービス「さくらブックお届け便」の実施 

＊自動貸出装置の設置（志津図書館） 

・広く市民にＩＴ基礎技能の普及を図り、情報収集や情報発信の能力を高めることがで

きるよう、公民館においてパソコンを活用した講座、講習会を開催します。 
＊ＩＴ活動事業の実施 

 
●● 市民との協働事業の推進 

・教育に関する市民の関心と理解を深めるとともに、当市の教育の充実と発展を図るた

め、１１月１６日の「佐倉市教育の日」を中心に市民参加の各種事業を展開します。 
＊「佐倉市教育の日」関連行事の開催 

・市民が企画・運営などに参加・参画する各種事業や行事を開催するとともに、共催や

後援による協働事業の推進を図ります。 
＊「佐倉市成人式」の開催 
＊ふれあい交流体験事業の実施 
＊佐倉市民文化祭の開催 

 
 
第２章 みんなの力を、地域の教育力へ 

子どもたちが地域の中で多くの人たちと交流し、様々な体験活動ができるよう、地域の皆

さんと力を合わせて取り組んでいきます。そのためには、地域のコミュニティ活動の拠点と

なる学校の有効活用や公民館などでの子どもたちを対象とした事業をさらに充実するととも

に、子どもたちが安全な生活環境の中で成長できるよう、学校・家庭・地域社会との一層の

連携のもとに地域の教育活動を推進していきます。 

本年度は、地域全体で子どもたちの安全を守る「アイアイプロジェクト」活動の中学校へ

の拡大を図るとともに、地域における子どもたちの様々な活動を支える指導者や団体の育成、

支援を図り、地域の教育力の向上に努めていきます。 
 

● 教育に関する市民参加の促進 

・公民館事業の講座の中に佐倉の教育を取り上げることで、本市の教育の特色、現状や

課題について理解を深め、地域における教育活動の啓発や振興を図ります。 
・各種教育活動の拡充や円滑化を図るため、各分野における人材情報の収集ならびに有

効活用に向けての調査、研究を進めます。 
＊優れた人材活用に向けた調査、研究 

・学習機会や生涯学習関連施設等の情報、各種団体の活動情報などを市民に提供し、家

庭や地域における教育活動の支援を図ります。 
＊『我ら学び隊』の発行・ホームページによる情報提供 
＊『さくらあそび場百科じてん』の発行・ホームページによる情報提供 
＊『生涯学習ガイドブック』の発行  
＊『公民館だより』、イベントガイド等の発行 
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●● 地域に開かれた学校づくり 

・地域の協力による児童の放課後の居場所づくりを推進します。 

＊放課後子どもプランの実施に向けた取り組みの検討 

・学校開放利用団体の活動に地域の方や児童生徒の参加を求め、地域交流や世代間交流

の推進を図ります。 
＊学校施設を利用した地域交流事業の実施 

・地域まちづくり協議会による教育活動への支援を図ります。 
＊臼井ふるさとづくり協議会の活動支援 

・地域全体で子どもたちの安全を守る組織の構築をさらに進めるとともに、ボランティ

ア活動の支援を図ります。 
＊アイアイプロジェクト活動の推進 

・学校の体育館や校庭、プールなどの体育施設の開放に加え、学校施設を学校教育に支

障のない限り地域の学習室としても開放し、学校と地域との連携による地域の教育活

動の拠点としての活用を図ります。 
＊学校の体育館、校庭、上屋付きプールの開放 
＊学校施設の一部改修など、地域で開放利用を推進するための施設整備及び開放 

・地域の方が学校を拠点として、地域の教育活動を展開できるよう、学校行事と地域活

動との融合など、より開かれた学校づくりの推進を図ります。 
＊地域と学校が一体となった運動会などの行事の開催 
＊地域の方の学校行事等への参加の促進 

 
● 公民館等の社会教育機能の拡充 

・「佐倉学」をテーマとする各種講座等の開催や小中学生を対象にした「佐倉っ子塾」

を開設することにより、「佐倉学」の推進を図ります。 
＊各公民館における「佐倉っ子塾」の開設 
＊公民館などにおける「佐倉学」の入門講座、専門講座などの開催 

・狭小で老朽化している弥富公民館を地区公民館としての機能を高めるため、同館の改

築工事に着手します。 

＊弥富公民館の改築事業（平成１９，２０年度） 
・各公民館において、地域の特性や時代の要請に応じた事業や学習講座を開催し、事業

内容の充実を図ります。また、地域の教育活動などを担う各種団体の育成、支援や人

材の育成を図ります。 
＊各公民館における事業内容の充実 

・各図書館の特色を活かした事業展開を図るとともに、ボランティア養成などの人材育

成を目指した講座等を開催します。 
＊佐倉南図書館におけるボランティア養成講座等の開催 
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●● 指導者や各種教育活動団体の育成、支援 

・公民館利用グループや図書館ボランティアによる地域教育活動支援や利用グループ・

ボランティアの育成を行い、各地域における子ども向け事業などの拡大を図ります。 
＊公民館、図書館による地域教育活動団体の育成、支援 

・地域の中で子どもたちの様々な体験活動や異年齢間の交流の場と機会が確保できるよ

うに、子ども会の充実をはじめ各種教育活動団体への支援や指導者の育成を図ります。

＊子ども会育成連盟の活動支援 
＊ボーイスカウト・ガールスカウト育成連盟の活動支援 
＊ジュニアリーダー初級認定講習会の実施 
＊子ども会中央交流フェスティバルの開催 
＊子ども会育成者・指導者講習会の実施 

 
● 地域との連携によるふれあい・健康づくり 

・地域で子どもたちを育てる環境を充実するため、青少年の奉仕・体験活動の充実や、

地域において各世代が参加・参画、交流できる事業の展開、支援を図ります。 
＊地域との連携による通学合宿の実施 
＊地域と学校との交流活動の推進 
＊地域との連携による公民館祭や世代間交流事業などの実施 

 
● 家庭教育の充実 

・家庭教育に関する学習機会の提供や地域で活動している家庭教育支援団体の紹介など、

各種の家庭教育支援事業を展開し、家庭の教育力の向上を図り、子育てしやすい環境

づくりを進めます。 

＊家庭教育支援の充実 

＊家庭教育に関する情報提供の推進 

・学校や公民館などとの連携による家庭教育の充実を図ります。 
＊各小中学校、市立幼稚園における家庭教育学級の充実 
＊各公民館による家庭教育事業の充実 
＊各図書館による親子を対象にしたおはなし会や講座等の開催 

 
● 関係機関、関係部局との連携強化 

・「青少年育成計画」に基づき、各種団体や市民との協働による青少年健全育成に関す

る取り組みを進めます。 
＊「青少年育成計画」に基づく青少年健全育成への取り組み 

・地区青少年育成住民会議、民生・児童委員、自治会などの組織との連携や関係機関・

関係部局との連携を図り、地域における青少年の健全育成活動などに取り組みます。 
＊市ＰＴＡ連絡協議会の活動支援 
＊青少年育成住民会議等による地域活動への支援 
＊青少年相談員活動への支援 
＊その他関係機関・関係部局との連携による各種情報の収集と提供の推進 
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第第３章 子どもたちが生き生き育つ学校教育 

本年度策定する「佐倉市学校教育改善プラン」に基づき、基礎基本を徹底して学力と学習

意欲の向上を図り、知性と徳性を備え、健康で心豊かな人間性をもった児童生徒を育んでい

きます。また、保護者や地域の方々から、学校への理解や協力を十分に得られるよう、学校

からの情報発信や地域との交流事業を行い、学校・家庭・地域と一層の連携を強化し、地域

の拠点として学校の活用を推進していきます。 

本年度は、「佐倉学」をさらに活性化させるとともに、自然科学への興味や関心を高める

理科教育の充実、国語力の向上や道徳教育の充実、体力の向上に重点的に取り組んでいきま

す。また、教職員研修についても「佐倉市教職員研修体系」に基づき、教職員一人ひとりの

力量を高め、指導方法の改善が図れるよう引き続き実施していきます。 
 

● 確かな学力の向上 

・学校の特別支援教育体制を整えるとともに、一層の充実を図るため、必要な学校に介

助補佐員を配置します。 
     ＊特別支援学級と通常学級への特別支援教育補佐員の配置（２５名） 

・学習指導要領に基づく学習の習熟度を把握するため、全国学力・学習状況調査及び佐

倉市独自の学習状況調査を実施し、今後の学校における指導の改善に役立てます。 
     ＊全国学力・学習状況調査（国語・算数・数学）の実施 

（小学校６年・中学校３年） 

＊学習状況調査の実施  本年度から中学校英語の調査を開始 

・学習状況調査の結果をもとに各学校における児童生徒の確かな学力の定着を図る取り

組みを推進します。 

＊基礎学力向上のためのモデルプランの作成 
・児童生徒の体力向上に向けての取り組みを進めます。 

     ＊各学校における体力向上のための取り組みの推進 

     ＊健康・体力に関する調査の二次考察 
・指導主事等が計画的に学校を訪問し、指導・助言等を行うことにより、各学校におけ

る授業の改善や教員の指導力向上などを図ります。 
     ＊指導課訪問の実施 

・弥富小学校の複式学級を解消するため、市単独予算による補助教員を配置し、同校の

教育支援を図ります。 
     ＊学校支援補助教員の配置（弥富小） 

・すべての教育活動をとおして、話す・聞く・書く・読むという言語活動を充実させ、

考える力、感じる力、創造する力など学習の基盤となる国語力の向上を図ります。 
・研究指定校等の指定による研究を行うことにより、小・中学校教育課程の効果的な展

開、学習指導の内容や指導方法の改善などを図ります。 
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    Ⅰ 佐倉市研究指定校 
１．文部科学省指定 

＊「学力向上拠点形成事業」 
      ・拠点校 佐倉小 協力校 内郷小、佐倉中（Ｈ１７～１９） 

     ＊「豊かな体験活動推進事業」 
      ・上志津中・下志津小・南志津小・佐倉西高（Ｈ１８～１９）豊かな体験活動 

・佐倉東小（Ｈ１８～１９） 仲間と学ぶ宿泊体験教室 

     ２．千葉県社会福祉協議会指定 

     ＊「福祉教育推進校」 

      ・井野中学校・小竹小学校・青菅小学校（Ｈ１９～２１） 

     ３．千葉県教育委員会認定 

     ＊「体力づくり推進モデル校」 

      ・印南小学校（Ｈ１９～２１） 

※ 研究指定校とは、文部科学省、県教育委員会な

どの研究指定や認定を既に受けている、もしく

は受ける予定のある学校 

Ⅱ 佐倉市研究モデル校 

＊「佐倉学」 

 ・根郷小、南部中（Ｈ１８～１９） 

・西志津小、西志津中（Ｈ１９～２０） 

＊「地域コミュニティ」 

      ・白銀小（Ｈ１８～１９）・寺崎小（Ｈ１９～２０） 

     ＊「理科教育」 

      ・臼井南中、王子台小、染井野小、千代田小（Ｈ１７～１９） 

     ＊「基礎学力向上」 

      ・山王小（Ｈ１８～１９）・根郷中（Ｈ１９～２０） 

     ＊「学校版環境ＩＳＯ」 

      ・弥富小（Ｈ１８～１９）・南志津小（Ｈ１９～２０） 

     ＊「健康・体育」 

      ・印南小（Ｈ１８～１９）・上志津小（Ｈ１９～２０） 

     ＊「国語力」 

      ・井野中、小竹小、青菅小（Ｈ１８～１９） 

＊「道徳」 

・佐倉東中（Ｈ１９～２０） 

＊「キャリア教育」 

 ・志津中（Ｈ１８～１９）・志津小（Ｈ１９～２０） 

＊「小中連携」 

 ・上志津中、下志津小、南志津小（Ｈ１８～１９） 

※研究モデル校とは、当市の教育施策の具現化に向け、モデル

校として課題解決について実践研究を進める学校 
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    Ⅲ その他 

     １．地方技術教育センター指定 

     ＊「技術・家庭科」 
      ・佐倉中（継続） 
     ２．青少年赤十字活動推進校 
      ・内郷小（継続）  ・千代田小（継続） ・南志津小（継続）  
      ・佐倉中（継続）  ・井野中（継続）  ・佐倉東中（継続） 
 

＊公開研究会への支援 

＜平成１９年度公開研究会予定校＞ 

・平成１９年１１月 ２日 印南小「健康・体育」 

・平成１９年１１月 ９日 井野中・小竹小・青菅小「国語力」 

・平成１９年１１月１６日 佐倉小・内郷小・佐倉中「学力向上」 

・平成１９年１１月３０日 根郷小「佐倉学」 

・平成２０年 １月３０日 染井野小「道徳」 

・平成２０年 １月３１日 白銀小「地域コミュニティ」 

＊第３５回教職員実践研究発表大会の実施 平成１９年８月９日 
     ＊指定校・モデル校への指導主事担当制及びタイムリーアドバイスによる支援 
 
●● 心の教育の充実 

・道徳意識調査の結果を踏まえ、郷土の先人や佐倉を素材とした道徳の副読本を作成し、

児童生徒に豊かな心の涵養を図ります。 
     ＊道徳副読本の作成に向けた調査、研究 

・豊かな人間関係づくりを目的とする指導プログラムの活用により、児童生徒の心の居

場所となる学校、学級づくりを推進します。 
     ＊児童生徒の心を育てる取り組みの推進 

・児童生徒が個々の目標を達成するために必要な資質、能力、態度を育成し、社会への

適応力を高めることができるよう、教育センターや適応指導教室などを活用し、教育

相談の充実を図ります。 
     ＊学校教育相談事業の充実 
      ・教育センターやヤングプラザにおける電話または来所相談 
      ・適応指導教室における通級指導、相談 
      ・心の教育相談員による教育相談（小学校２校） 

・スクールカウンセラーによる教育相談（中学校１１校） 

＊道徳意識調査の考察 
・市立美術館や音楽ホール等の教育機関と連携を図り、優れた芸術文化に触れることに

より、豊かな心を育みます。 
     ＊第５３回幼小中学校図画書写作品展の開催 

     ＊美術館での校外学習 
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     ＊美術館職員による出前授業の実施 

＊学校巡回音楽会等の開催 
・各学校で取り組んでいる「朝の読書」などの読書活動の充実に加え、学校図書館司書

を配置し、学校図書館の有効活用、市立図書館との連携を図ります。 
     ＊学校図書館司書の配置（９名）→毎年、全ての小中学校に一定期間（４０日程

度）を配置するようにします。 
     ＊学校と市立図書館との連携事業の推進 

・社会人活用による授業の充実や中学校における職場体験学習の推進を図ることで、児

童生徒が他人の生き方や働くことの大切さなどを学び、自分の生き方や将来を考える

機会を提供します。 
 
●● 学習意欲の向上 

・各学校で「佐倉学」に取り組むことで、児童生徒の郷土佐倉への興味・関心を高め、

新たな学習意欲の向上を図ります。 
     ＊各学校における「佐倉学」の推進 
     ＊郷土の先覚者を題材とする副読本の活用 

     ＊佐倉の自然を調査、観察する理科・科学学習の推進 

田正・教員志望の大学生などをボランティアで活用して実施している「学力向上支援事業」

を継続して実施する。 
     ＊大学等との連携による学校教育支援及び研究 

・外国人英語指導助手を全小・中学校に派遣することで、英語教育・国際理解教育の推

進を図ります。 
     ＊外国人英語指導助手の派遣（１１名） 

・環境学習資料等を活用し、佐倉市の環境に関心を持つとともに、各学校における奉仕

的な活動や緑化推進運動などの体験をとおして、地域の自然や社会と積極的に関わろ

うとする態度の育成を図ります。 
     ＊環境教育研修会の開催 
     ＊環境教育に関する指導資料や啓発資料の作成 
     ＊学校版ＩＳＯの実践的な取り組み 

・社会科副読本や佐倉学副読本等の学習指導資料を作成し、その活用を図ることにより

本市の特色を生かしながら、各学校の地域性に対応した学習指導の充実を図ります。 
     ＊社会科副読本『わたしたちの佐倉市』の作成 

     ＊佐倉学副読本『（仮）ふるさとの歴史』の作成 
・市内小・中学校にコンピュータを整備し、児童生徒のコンピュータ活用技能及び情報

処理能力の育成を図ります。 
     ＊更新時期を迎えたパソコン教室等のパソコン整備 
      ・佐倉東小、根郷中、志津中、上志津中、南部中、井野中、 

佐倉東中、西志津中 
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●● 地域に開かれた学校づくり 

・学校からの情報発信手段を拡大していくため、携帯メール送信等による迅速な連絡体

制を構築します。 

＊携帯電話（親子のスクールメール）の活用による情報提供 

・平成２０年４月から弥富小学校において小規模特認校制度を導入するための準備を進

めます。 

＊「すずかけプラン」の推進 

・幼児教育の充実と保護者の育児面、就労面における支援を図るため、幼稚園における

預かり保育を継続して実施します。 

・白銀小学校及び寺崎小学校において、地域のニーズを活かした新たな学校運営を実施

し、他校にも順次拡大できるように努めます。 
     ＊学校運営委員会による学校運営への取り組みの拡大 

・学校の自己評価・外部評価をさらに充実させるとともに、評価結果の公開により、学

校運営について多角的な視点からの改善に努めます。 

・学校と地域が相互理解を深めるため、学校評議員制度や教育ミニ集会の充実を図ると

ともに、学校からの情報発信を強化し、地域の方の来校や学校行事への参加促進を図

ります。 
     ＊学校評議員の活動や教育ミニ集会への支援 
     ＊小・中学校のホームページの充実 
     ＊地域と学校が一体となった運動会などの行事の開催 
     ＊地域の方の学校行事等への参加の促進 

・地域の方による様々な体験活動などを活かした社会人活用による授業の充実を図りま

す。 
・学校教育環境向上のための施設整備の促進と学習内容を充実させるために必要な備品

等の整備を図ります。 

     ＊小学校施設改築･改造 

      ・耐震診断により耐震改修が必要とされる建物の耐震補強設計 

         上志津小学校校舎第１棟、第１２－１棟 

         西志津小学校校舎第１棟、第４棟、第７棟 

      ・耐震診断により改築が望まれる建物の耐力度調査 

         臼井小学校校舎第６棟、体育館 

     ＊中学校施設改築・改造 

      ・佐倉中学校校舎改築工事（平成１９，２０年度）、埋蔵文化財調査 

      ・耐震診断により改築が望まれる建物の耐力度調査 

         上志津中学校校舎第１棟、第１０棟 

         志津中学校体育館 
     ＊学校図書館図書の整備充実 

＊一般備品・教材備品・理科備品・体育備品等の整備 
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●● 教職員の資質・力量の向上 

・教育委員会事務局職員の学校体験研修を行うことにより、学校現場の実状の理解を深

め、今後の事務改善等を図ります。 
     ＊学校体験研修の実施 

・教職員の服務の管理及び資質の向上を図り、円滑な学校運営を支援するため、学務課

職員による訪問指導を実施します。 
     ＊学務課訪問指導 

・教職員の使命感の涵養と指導力の向上を期して、「佐倉市教職員研修体系」を基に各

種研修会を開催し、新しい時代に対応できる教職員の資質の向上を図り、その専門性

と力量を高めます。平成１９年度は、これまでの研修の成果を見直すとともに新たな

視点から児童生徒の体力向上を図るための体育実技研修会、各種調査結果を活かすた

めの教育センター研修会などを設けます。 

１．基本研修 

＊２・３年目教員研修会    ＊８年目教員研修会 
２．職務別研修 

＊校長研修会         ＊教頭研修会 
＊教務主任研修会       ＊安全主任研修会  

＊養護教諭研修会       ＊栄養教諭・栄養職員研修会 

＊学校事務職員研修会     ＊新採職員・転入職員研修会 等 
３．専門研修 

＊国語研修会         ＊社会科研修会 
＊算数・数学研修会      ＊理科研修会 
＊佐倉学研修会        ＊道徳研修会 
＊英語指導助手・英語教諭合同研修会（ALT・JTE合同研修会) 
＊教育センター研修会     ＊学校保健研修会 

＊体育実技研修会       ＊大学公開講座 

＊学級経営等研修会      ＊教職員実践研究発表大会 

＊長欠対策研修会       ＊人権教育研修会 

＊特別支援教育研修会 
 
 
第４章 佐倉の恵み再発見、学び舎佐倉 

本市では、佐倉の歴史・自然・文化・郷土ゆかりの先覚者など、恵まれた教育資源を学ん

で、郷土佐倉に対する誇りや愛着を育み、人づくりに生かしていく「佐倉学」を推進してい

ます。今後は、この「佐倉学」を体系的に各事業との連携を図りながら、講座内容について

も一層充実させていきます。 

また、生活・芸術・自然などこれまで地域の皆さんにより継承されてきた様々な文化資産

についても引き続き、市民の方々とともに保全の方法や活用に向けた取り組みを進めていき

ます。さらに、国指定史跡の本佐倉城跡や井野長割遺跡、また、国の重要文化財に指定され 
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ている旧堀田邸についても広く周知を図り、今後の整備方針や来訪者への利便性向上に向け

た検討を進めます。 

 
●● “佐倉ならでは”の情報発信の強化 

・「佐倉学」に関して、様々なメディアを活用した情報発信等を行うとともに、小中学

生から一般までを対象とする「佐倉学」に関する図書の選定を行い、市民への普及を

促進します。 
     ＊図書館等に設置している「佐倉学」に関する資料等の充実 

     ＊「佐倉学」推薦図書の選定及び普及 

     ＊「佐倉学」に関係する映像資料の制作、活用 
・国・県・市の指定文化財及び市内に伝え残された文化資産を保護すると同時に各種普

及事業や広報活動を展開し、文化財愛護の機運を高めます。また、身近にある歴史資

料や民俗資料等を貴重な文化財として収集・保管し、郷土学習の資料としての活用を

図るとともに、埋蔵文化財発掘調査による出土品等の活用について検討します。 
＊市内に所在する指定文化財等の周知、公開 

・旧堀田邸、武家屋敷、佐倉順天堂記念館の一般公開と特別公開 

・文化財や市民文化資産の見学会、文化財施設でのイベントの開催など 

     ＊刊行物やリーフレット等による文化財普及活動の実施 
   ・『佐倉細見』、『風媒花』、『佐倉さんさくミニ見にガイド』、『志津さん

さくミニ見にガイド』、『国史跡井野長割遺跡』、 

各文化財施設の解説リーフレットなど 
     ＊指定文化財の保存・管理に対する助成 

     ＊埋蔵文化財の周知、公開 

・史跡、遺物の公開 

・出土品の適切な管理、活用計画策定の検討 
  ・佐倉ゆかりの美術作家等の調査・研究を行い、図録など記録資料を作成したり、その

発表の場として展覧会を開催したりします。 
 
● 新しい“佐倉ならでは”の創出と活用 

・本市の歴史・自然・文化・ゆかりの先覚者などの要素を活かした「佐倉学」を、公民

館の学習講座などをとおして、生涯学習活動として展開します。 
     ＊公民館などにおける「佐倉学」の入門講座、専門講座などの開催 

・生活・芸術・自然など地域住民が愛着を持ち長く保護され継承されてきた文化資産の

保全・活用及び普及に取り組みます。 
＊市民文化資産選定制度の周知 

     ＊市民文化資産の選定、保全、活用と普及 
・貴重な文化遺産である歴史的建造物を広く公開し後世に伝えるため、保全・整備と活

用を図ります。また同時に、登録有形文化財制度を活用し、歴史的建造物を活かした

景観の保全に努めます。 
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     ＊歴史的建造物の調査、保全、活用 
     ＊登録有形文化財制度の周知と活用 

・公有地化された国指定史跡本佐倉城跡の保全のための整備を進めます。 

・国指定史跡井野長割遺跡の公有地化を図るとともに周知に努めます。 

・佐倉城址の指定範囲の拡大を検討するため、必要な調査を実施します。 
 
●● 新たな学ぶ意欲の喚起 

・市民が郷土佐倉への誇りや愛着を育むことができるよう、各公民館で「佐倉学」の学

習講座を設け、一人ひとりが学ぶことの楽しさや大切さを実感できるよう努めます。 
＊公民館などにおける「佐倉学」の入門講座、専門講座などの開催 

・児童生徒が自然の不思議さや科学の楽しさを味わい、自然現象への興味や関心を高め、

自ら科学する心を育む取り組みを進めます。 
   ＊自然科学に関する「楽しい科学教室」の開催 

   ＊児童生徒科学作品展の開催 

・生涯にわたり、生きがいのある生活と心がかようまちを築くため、学ぶ意欲を高める

ための生涯学習の推進を図ります。 
     ＊高等学校・大学等との連携による公開講座の実施 
     ＊生涯学習まちづくり推進のつどいの開催 
     ＊生涯学習まちづくり推進会議の開催 

・学校における校外活動の実施により、自然体験活動や環境教育の推進を図ります。 
     ＊少年少女発明クラブの実施 
     ＊みどりの少年団活動の実施 
     ＊チューリップの植え付け体験学習の実施 など 
 
● 多才な人材の育成 

・市民の自主的な芸術・文化活動への参加の推進と支援を図ります。 
＊芸術文化振興活動助成金制度による活動支援 

     ＊名作映画会「キネマの夕べ」 

     ＊佐倉日蘭協会への支援をとおした日蘭文化交流の促進 

＊佐倉市民文化祭の実施 

・市民音楽ホールを音楽文化活動の拠点として、多彩な事業を展開し、音楽に親しむ機

会の充実を図ります。 
     ＊各分野にわたる鑑賞事業の実施（仲道郁代ピアノリサイタル、イタリア・ナポ

リターナ楽団、ウィーン・リング・アンサンブルニューイヤーコンサート等） 
     ＊学校巡回音楽鑑賞会の実施 
     ＊「音戯のまちづくり」事業の実施 
     ＊市民の自主的な音楽活動の育成、援助（市民の第九など） 
     ＊少年少女合唱団の育成及びハンドベル教室等の開催 

・市立美術館を市民の美術鑑賞と作品発表の拠点として、各種展覧会の企画・開催、普 
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及活動を通じ、美術に親しむ機会の充実を図ります。 
＊佐倉と友好関係にあるオランダの芸術作品を紹介する展覧会 

「ディックブルーナに学ぶモダンアートの楽しみ方」 

     ＊佐倉と、広く房総にゆかりのある作家の業績を顕彰する展覧会の開催 

       「カオスモス’07」 

       「芝千秋展」 

       「佐倉・房総ゆかりの作家たち」(収蔵作品展、新収蔵作品展) 
     ＊美術を身近に感じてもらうための活動 

 アートプロジェクト事業 

       「美術にみる佐倉学入門」など 

＊市民の創作活動の発表の支援 

     第２６回新春佐倉美術展 

     市民ギャラリー（展示室の貸出し） 

・各図書館において幼児・児童向けのおはなし会や一般を対象にした講座等を開催し、

読書に親しむ機会の充実を図ります。 
     ＊幼児を対象とした絵本のおはなし会 
     ＊児童を対象としたおはなし会、ブックトーク 
     ＊一般を対象とした教養講座、ボランティア養成講座など 
     ＊『さくらおぐるま』の発行、ブックリサイクルの開催など 

・ふるさと佐倉の歴史や文化を学ぶことで、日本の歴史や文化への理解を深めます。ま

た、英語教育などをとおして国際理解教育を推進し、国際社会に生きる日本人として

の協調の精神や、主体的に行動できる児童生徒の育成を図ります。 
     ＊外国人英語指導助手派遣による小学校国際理解教育の推進 
     ＊楽しい英語教室の開催（小学生対象、夏季休業中） 
     ＊中学生国際スピーチコンテストの開催（国際交流基金共催) 
     ＊佐倉日蘭協会と国際交流基金との連携によるオランダ児童との交流 
 
 
第第５章 ともにひろげよう、ふれあい・健康づくりの輪 

日常的にスポーツや健康・体力づくりに取り組むには、地域における人とのふれあいの中

で、心と体の健康づくりを進めていくのが効果的であると言えます。そのため、誰もが気軽

にスポーツや運動を楽しむことができる場や機会を提供していきます。 

本年度は、健全な食生活習慣の確立と併せて多様化するスポーツニーズや健康づくりに対

応するスポーツ教室、講座などをとおした総合的な健康・体力づくりへの取り組みを進めて

いきます。また、学校においては引き続き学校給食を活かした食育の推進を図ります。 
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●● スポーツの日常化の推進 

・スポーツＮＰＯへの活動支援や総合型地域スポーツクラブ設立に向けた調査、研究を

行い、身近にスポーツを楽しめる環境づくりに取り組みます。 
     ＊総合型地域スポーツクラブの育成に向けた調査、研究 

・地域人材を活用した各種スポーツ教室等を開催し、地域における世代間交流や地域間

交流の推進を図ります。 
     ＊地域スポーツ普及のための指導者の養成、確保 

・ホームページ等を利用して、スポーツ施設の予約や各種スポーツ情報などが公開でき

るシステムの構築に向けての準備を進めます。 
・各年代に応じて気軽にスポーツを楽しむ機会や家庭・職場でできる運動や健康づくり

について学習する機会を提供するため、各種スポーツ教室や交流大会、各種市民スポ

ーツ大会等を開催し、ニュースポーツの普及、スポーツ人口の増大、競技力の向上な

どを図ります。 
     ＊さくらスポーツフェスティバルの開催 

＊ニュースポーツの紹介、普及 
      ・ニュースポーツまつり、インディアカ大会、バウンドテニス大会、ターゲッ

ト・バード・ゴルフ教室、グラウンドゴルフ交流会 

     ＊健康づくり教室の開催 
      ・中高齢者リフレッシュ体操教室、女性水泳教室、アクアエクササイズ教室、

ヘルスアップスクール、ピラティス教室、気功ヨガ教室、トレーニング教室、

エアロビクス教室 
     ＊市民スポーツ大会の開催（実施種目） 
      ・野球、テニス、剣道、卓球、サッカー、中学生柔道、陸上競技、バレーボー

ル、ソフトテニス、バスケットボール、空手道、バドミントン、ソフトボー

ル、水泳、少年野球、子ども相撲、弓道、レスリング、ラグビーフットボー

ル、市制駅伝、ボウリング、ゴルフ 
     ＊第２７回佐倉朝日健康マラソン大会の開催 

・学校の体育館や校庭、プールなどの体育施設の開放を促進し、市民のスポーツ・レク

リエーション活動の場の確保を図ります。 
     ＊学校の体育館、校庭、上屋付きプールの開放 
 
● 多様化・高度化するスポーツニーズへの対応 

・スポーツリーダーバンクに登録した指導者を地域のスポーツサークルや学校に派遣す

ることにより、市民のスポーツ・レクリエーション活動の普及、振興と競技力の向上、

学校の部活動の支援を図ります。 
     ＊スポーツリーダーバンクの活用による指導者の派遣 

・有名選手や指導者による競技スポーツ教室、講演会等を開催することにより、スポー

ツの楽しさや魅力を紹介し、スポーツの振興と競技力の向上を図ります。 
     ＊有名な選手や指導者による魅力あふれるスポーツ教室等（卓球を予定）の開催 
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●● 食育を中心とした健康教育の推進 

・学校給食をとおして、家庭や地域における食育及び健康教育の推進を図ります。 

また、食に関する指導の充実と、生活習慣病予防教育における個別相談指導を行い、

望ましい食習慣の確立を図ります。 
     ＊地産地消の推進を図るための「地場産物推進会議」の開催 
     ＊家庭や地域を対象とした学校給食試食会、家庭教育学級等における食育の推進 

＊教科等と関連づけた「食に関する年間指導計画」に基づく指導の充実と児童生

徒の望ましい食習慣の確立 

＊生活習慣病予防教育における食生活個別指導の充実 

・スポーツをするために必要な食事に関する「スポーツ栄養学」の普及促進を図ります。

     ＊スポーツ栄養学に関する書籍資料の提供など 
 
 

● 地域との連携によるふれあい・健康づくり 

・地域活動として行われているラジオ体操の各地域への普及を促し、地域での健康づく

りやふれあいづくりを推進します。 
     ＊地域におけるラジオ体操の奨励 
・学校・家庭・地域の連携によるふれあい・健康づくりの輪を広げます。 

     ＊各地区の青少年育成住民会議が開催するスポーツ・レクリエーション大会への

支援 
     ＊地域と学校との交流活動の推進 
 
● 人権教育、平和教育の推進と男女平等参画社会への対応 

・市民一人ひとりの人権に対する正しい理解と認識を図るため、人権推進課との連携に

よる各種事業を実施し、人権意識の啓発に努めます。 
     ＊同和問題をはじめとする人権に関する学習機会の提供 
     ＊人権教育啓発事業の推進 
     ＊社会教育と連携した学校における人権教育の推進 
     ＊同和対策集会所の効果的な活用 

・小中学校において、平和学習資料等を活用し、平和教育に取り組みます。また、佐倉

市の「平和都市宣言」の理解とともに、平和を尊ぶ態度の育成を図ります。 
     ＊平和使節団（中学校）、平和祈念講演と映画会（小学校）への支援 
・男女平等参画社会の形成に向けた取り組みを推進します。 



21

３３－２　教育センター事業

○運営方針

　・佐倉教育ビジョンを踏まえ、佐倉市教育の目指す方向を把握し、学校教育・社会教育

　　に関する調査を行い、これから求められる教育や学校像を明らかにします。

　・各種相談活動においては、相談者の課題が解決されるよう、充実に努めます。

　・教育課題の調査研究を通して、佐倉市教育の現状と課題について考察し、改善点を

　　明らかにします。

○平成１９年度年間事業計画

月      主 な 事 業 内 容 

４ ・教育相談開始 

・センター調査研究成果活用方法検討 

・教育課題検討委員会，学習状況調査研究会，佐倉学道徳副読本編集委員会準備 

５ ・広報「佐倉市教育センターだより」VoL.12発行    
・千葉県教育研究所連盟定期総会①（船橋市総合教育センター） 

・健康，体力に関する調査（二次考察） 

６ ・学習状況調査研究会① 6/12（火）14:30～ 
・学習意欲に関する調査 

７ ・佐倉学道徳副読本編集委員会① 7/3（火）14:30～ 
・教育課題検討委員会① 7/11（水）14:30～  
・家庭教育に関する調査  
・道徳意識調査（市民・小学生から高校生・教員・保護者）の全体考察  
・佐倉市教育センター研修会 7/31（火）9:00～ 和田ふるさと館 

８ ・学習状況調査研究会②  8/29（水）14:30～ 

９ ・広報「佐倉市教育センターだより」VoL.13発行 
・千葉県教育研究所連盟研修会②（船橋市総合教育センター） 

１０ ・全国学力，学習状況調査の佐倉市の分析，考察 

・学習状況調査研究会③  10/19（金）14:30～  

１１ ・千葉県教育研究所連盟研修会③（船橋市総合教育センター）  
・佐倉学道徳副読本編集委員会②  11/7（水）14:30～ 
・佐倉市教育の日｢佐倉市民学習発表会」協力 

１２ ・学習状況調査実施：中３・教諭  12/10～2/1 

１ ・広報「佐倉市教育センターだより」VoL.14発行   
・学習状況調査実施：小１～中２ 1/15～2/1 
・佐倉学道徳副読本編集委員会③ 1/16（水）14:30～  
・今年度実施の調査のまとめ 

２ ・教育課題検討委員会② 2/12（火）14:30～ 
・佐倉市教育センター等研究発表会 2/19（火）14:30～ 
・学習状況調査研究会④ 2/26（火）14:30～  
・千葉県教育研究所連盟研修会④（船橋市総合教育センター） 

３ ・平成１９年度佐倉市教育センター紀要発行 

・学習状況調査結果送付 

※ 教育相談，就学相談，教職員相談，教育資料収集は通年実施 

 


